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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両と、自車両の進行方向前方に存在する物標とが衝突する危険性が高まったとき、
自車両と物標との衝突の回避又は衝突被害を軽減する装置を安全装置（３１，３２）とし
て作動させる車両制御装置（１０）であって、
　前記自車両と前記物標との相対距離、相対速度及び相対加速度を取得する物標情報取得
部（１２）と、
　前記物標が、前記自車両と同じ方向へと移動する先行物であるか否かを判定する物標種
別判定部（１３）と、
　前記自車両の速度である自車速を取得する自車速取得部（１４）と、
　自車両の加速度である自車加速度を取得する自車加速度取得部（１５）と、
　前記自車両が加速しているか否かを判定する、加速状態判定部（１６）と、
　前記自車両と前記物標とが衝突するまでの時間である衝突予測時間を算出する衝突予測
時間算出部（１７）と、
　前記衝突予測時間と比較することにより前記安全装置を作動させるか否かを判定する作
動タイミングを設定するタイミング設定部（１８）と、を備え、
　前記自車両が加速している場合には、前記衝突予測時間算出部は、前記衝突予測時間を
前記相対速度及び前記相対距離により算出し、且つ、前記タイミング設定部は前記作動タ
イミングを基準タイミングとし、
　前記自車両が加速しておらず、且つ、前記物標が先行物である場合には、前記衝突予測
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時間算出部は、前記衝突予測時間を前記相対速度、前記相対加速度及び前記相対距離によ
り算出し、且つ、前記タイミング設定部は、前記作動タイミングを前記基準タイミングよ
りも大きい値に設定し、
　前記自車両が加速しておらず、且つ、前記物標が先行物である場合に、前記自車速が所
定値よりも小さければ、前記衝突予測時間算出部は、前記衝突予測時間を前記相対速度、
前記自車加速度及び前記相対距離に基づいて算出し、且つ、前記タイミング設定部は、前
記作動タイミングを前記基準タイミングよりも小さい値に設定することを特徴とする、車
両制御装置。
【請求項２】
　前記自車両が加速しておらず、且つ、前記物標が先行物である場合に、前記自車速が前
記所定値よりも大きければ、前記衝突予測時間算出部は、前記衝突予測時間を前記相対速
度、前記相対加速度及び前記相対距離に基づいて算出し、且つ、前記タイミング設定部は
、前記作動タイミングを前記基準タイミングよりも大きい値に設定することを特徴とする
、請求項１に記載の車両制御装置。
【請求項３】
　前記自車両が加速しておらず、且つ、前記物標が先行物でない場合に、前記衝突予測時
間算出部は、前記衝突予測時間を前記自車加速度に基づいて算出し、且つ、前記タイミン
グ設定部は、前記作動タイミングを前記基準タイミングよりも小さい値に設定することを
特徴とする、請求項１又は２に記載の車両制御装置。
【請求項４】
　前記自車両が直進しているか否かを判定する直進判定部（４０）をさらに備え、
　前記自車両が直進していると判定した場合に、前記衝突予測時間が前記作動タイミング
以下となれば、前記安全装置を作動させることを特徴とする、請求項１～３のいずれか１
項に記載の車両制御装置。
【請求項５】
　自車両と、自車両の進行方向前方に存在する物標とが衝突する危険性が高まったとき、
自車両と物標との衝突の回避又は衝突被害を軽減する装置を安全装置（３１，３２）とし
て作動させる車両制御装置（１０）が実行する車両制御方法であって、
　前記自車両と前記物標との相対距離、相対速度及び相対加速度を取得する物標情報取得
ステップと、
　前記物標が、前記自車両と同じ方向へと移動する先行物であるか否かを判定する物標種
別判定ステップと、
　前記自車両の速度である自車速を取得する自車速取得ステップと、
　自車両の加速度である自車加速度を取得する自車加速度取得部ステップと、
　前記自車両が加速しているか否かを判定する、加速状態判定ステップと、
　前記自車両と前記物標とが衝突するまでの時間である衝突予測時間を算出する衝突予測
時間算出ステップと、
　前記衝突予測時間と比較することにより前記安全装置を作動させるか否かを判定する作
動タイミングを設定するタイミング設定ステップと、を実行し、
　前記自車両が加速している場合には、前記衝突予測時間算出ステップでは、前記衝突予
測時間を前記相対速度及び前記相対距離により算出し、且つ、前記タイミング設定ステッ
プでは前記作動タイミングを基準タイミングとし、
　前記自車両が加速しておらず、且つ、前記物標が先行物である場合には、前記衝突予測
時間算出ステップでは、前記衝突予測時間を前記相対速度、前記相対加速度及び前記相対
距離により算出し、且つ、前記タイミング設定ステップでは、前記作動タイミングを前記
基準タイミングよりも大きい値に設定し、
　前記自車両が加速しておらず、且つ、前記物標が先行物である場合に、前記自車速が所
定値よりも小さければ、前記衝突予測時間算出ステップでは、前記衝突予測時間を前記相
対速度、前記自車加速度及び前記相対距離に基づいて算出し、且つ、前記タイミング設定
ステップでは、前記作動タイミングを前記基準タイミングよりも小さい値に設定すること
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を特徴とする、車両制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自車両の進行方向前方に位置する物標との衝突の危険性が増加した場合に、
自車両に備えられた安全装置を作動させる車両制御装置、及びその車両制御装置が実行す
る車両制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自車両と、自車両の進行方向前方に位置する他車両、歩行者、又は道路構造物等
の物標との衝突被害を軽減または防止する、プリクラッシュセーフティ（ＰＣＳ）が実現
されている。ＰＣＳでは、自車両と物標との相対距離と、相対速度又は相対加速度とに基
づいて、自車両と物標との衝突までの時間である衝突予測時間（ＴＴＣ：Ｔｉｍｅ　ｔｏ
　Ｃｏｌｌｉｓｉｏｎ）を求め、衝突予測時間に基づいて、自車両の運転者に対して警報
装置により接近を報知したり、自車両の制動装置を作動させたりしている。
【０００３】
　ＰＣＳに関するものとして、特許文献１に記載の車両制御装置がある。特許文献１に記
載の車両制御装置では、自車両の減速度が閾値以上である場合に、警報装置の作動タイミ
ングを遅らせ、警報装置の不要な作動を抑制している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第５５６５０１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　自車両の進行方向前方を自車両と同方向に移動する先行物が急減速を行えば、自車両が
減速を行ったとしても、先行物の減速方向の加速度が自車両の減速方向への加速度よりも
大きくなり、自車両と先行物との相対速度が接近方向に増加することがある。この場合に
、特許文献１に記載の車両制御装置のごとく警報装置の作動タイミングを遅らせれば、安
全装置を作動させる必要があるにもかかわらず安全装置が作動しない不作動となる可能性
があり、自車両と先行物との衝突の回避及び衝突被害の軽減が不十分となるおそれがある
。一方、運転者が衝突を回避する操作を行っているにもかかわらず、安全装置を作動させ
れば、安全装置を作動させる必要がないにもかかわらず、安全装置が作動する不要作動が
生ずるおそれがある。本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その主
たる目的は、安全装置の不作動の抑制と、不要作動の抑制とを両立させることが可能な車
両制御装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、自車両と、自車両の進行方向前方に存在する物標とが衝突する危険性が高ま
ったとき、自車両と物標との衝突の回避又は衝突被害を軽減する装置を安全装置として作
動させる運転支援装置であって、前記物標が、前記自車両と同じ方向へと移動する先行物
であるか否かを判定する物標判定部と、前記自車両と前記物標との距離を取得する距離取
得部と、前記自車両と前記物標との相対速度を取得する相対速度取得部と、前記自車両と
前記物標との相対加速度を取得する相対加速度取得部と、前記自車両が加速しているか否
かを判定する加速状態判定部と、前記自車両と前記物標とが衝突するまでの時間である衝
突予測時間を算出する衝突予測時間算出部と、前記衝突予測時間と比較することにより前
記安全装置を作動させるか否かを判定する作動タイミングを設定するタイミング設定部と
、を備え、前記自車両が加速している場合には、前記衝突予測時間算出部は、前記衝突予
測時間を前記相対速度及び前記相対距離により算出し、且つ、前記タイミング設定部は前
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記作動タイミングを基準タイミングとし、前記自車両が加速しておらず、且つ、前記物標
が先行物である場合には、前記衝突予測時間算出部は、前記衝突予測時間を前記相対速度
、前記相対加速度及び前記相対距離により算出し、且つ、前記タイミング設定部は、前記
作動タイミングを前記基準タイミングよりも大きい値に設定することを特徴とする。
【０００７】
　自車両が加速していない場合、物標が先行物であれば、運転者は物標の減速を認識して
おり、衝突の回避が必要であると判断している可能性が高い。この場合に、物標が急減速
を行っている場合や、運転者による制動操作が遅れた場合等、自車両と物標との相対速度
が接近方向に増加していれば、自車両と物標との相対速度により衝突予測時間を算出した
際に、その衝突予測時間は実際に衝突する時間よりも遅く算出されることとなる。この点
、上記構成では、物標が先行物であり、且つ、自車両が加速していない場合には、相対速
度、相対加速度及び距離を用いて衝突予測時間を算出し、作動タイミングを基準タイミン
グよりも大きい値に設定している。これにより、先行物の急減速に伴う衝突の危険を、自
車両の運転者による減速操作により回避しようとする状況において、衝突予測時間を実際
に衝突する時間により近づけることができ、且つ、安全装置をより早期に作動させる設定
とすることができる。
【０００８】
　加えて、自車両が加速している場合には、物標が先行物であるか否かに関わらず、運転
者による物標との回避が不要であるとの判断に基づいている可能性が高い。この場合に、
相対加速度に基づいて衝突予測時間を算出したり、作動タイミングを大きく設定したりす
れば、安全装置の作動は運転者の意思を反映していない不要作動となる可能性が高い。こ
の点、上記構成では、自車両が加速している場合には、衝突予測時間を自車両と物標との
相対速度に基づいて設定し、且つ、作動タイミングを基準タイミングとしている。そのた
め、衝突予測時間を必要以上に小さく算出することがなく、作動タイミングの値が必要以
上に大きく設定されることもない。ゆえに、安全装置の不要作動を抑制することができる
。
【０００９】
　したがって、自車両が加速している場合と自車両が加速していない場合とで、衝突予測
時間の算出方法、及び作動タイミングを異なるものとすることで、安全装置の不作動の抑
制及び不要作動の抑制を両立することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１実施形態に係る車両制御装置の構成図である。
【図２】第１実施形態における、車両制御装置が実行する一連の処理を示すフローチャー
トである。
【図３】第２実施形態における、車両制御装置が実行する一連の処理を示すフローチャー
トである。
【図４】第３実施形態に係る車両制御装置の構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、各実施形態を図面に基づいて説明する。なお、以下の各実施形態相互において、
互いに同一もしくは均等である部分には、図中、同一符号を付しており、同一符号の部分
についてはその説明を援用する。
【００１２】
　＜第１実施形態＞
　本実施形態に係る車両制御装置は、車両（自車両）に搭載され、自車両の進行方向前方
等の周囲に存在する物標を検知し、その物標との衝突を回避すべく、若しくは衝突被害を
軽減すべく制御を行うＰＣＳシステムとして機能する。
【００１３】
　図１において、車両制御装置である運転支援ＥＣＵ１０は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、
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Ｉ／Ｏ等を備えたコンピュータである。この運転支援ＥＣＵ１０は、ＣＰＵが、ＲＯＭに
インストールされているプログラムを実行することでこれら各機能を実現する。
【００１４】
　運転支援ＥＣＵ１０には、各種の検知情報を入力するセンサ装置として、レーダ装置２
１、撮像装置２２、及び車速センサ２３が接続されている。
【００１５】
　レーダ装置２１は、例えば、ミリ波帯の高周波信号を送信波とする公知のミリ波レーダ
であり、自車両の前端部に設けられ、所定の検知角に入る領域を物標を検知可能な検知範
囲とし、検知範囲内の物標の位置を検出する。具体的には、所定周期で探査波を送信し、
複数のアンテナにより反射波を受信する。この探査波の送信時刻と反射波の受信時刻とに
より、物標との距離を算出する。また、物標に反射された反射波の、ドップラー効果によ
り変化した周波数により、相対速度を算出する。加えて、複数のアンテナが受信した反射
波の位相差により、物標の方位を算出する。なお、物標の位置及び方位が算出できれば、
その物標の、自車両に対する相対位置を特定することができる。なお、レーダ装置２１は
、所定周期毎に、探査波の送信、反射波の受信、反射位置及び相対速度の算出を行い、算
出した反射位置と相対速度とを運転支援ＥＣＵ１０に送信する。
【００１６】
　撮像装置２２は、例えばＣＣＤカメラ、ＣＭＯＳイメージセンサ、近赤外線カメラ等の
単眼撮像装置である。撮像装置２２は、車両の車幅方向中央の所定高さに取り付けられて
おり、車両前方へ向けて所定角度範囲で広がる領域を俯瞰視点から撮像する。撮像装置２
２は、撮像した画像における、物標の存在を示す特徴点を抽出する。具体的には、撮像し
た画像の輝度情報に基づきエッジ点を抽出し、抽出したエッジ点に対してハフ変換を行う
。ハフ変換では、例えば、エッジ点が複数個連続して並ぶ直線上の点や、直線どうしが直
交する点が特徴点として抽出される。なお、撮像装置２２は、レーダ装置２１と同じ若し
くは異なる制御周期毎に、撮像及び特徴点の抽出を行い、特徴点の抽出結果を運転支援Ｅ
ＣＵ１０へ送信する。
【００１７】
　車速センサ２３は、自車両の車輪に動力を伝達する回転軸に設けられており、その回転
軸の回転数に基づいて、自車両の速度である自車速を求める。
【００１８】
　自車両は、運転支援ＥＣＵ１０からの制御指令により駆動する安全装置として、警報装
置３１及びブレーキ装置３２を備えている。
【００１９】
　警報装置３１は、自車両の車室内に設置されたスピーカやディスプレイである。運転支
援ＥＣＵ１０が、障害物に衝突する可能性が高まったと判定した場合には、その運転支援
ＥＣＵ１０からの制御指令により、警報音や警報メッセージ等を出力して運転者に衝突の
危険を報知する。
【００２０】
　ブレーキ装置３２は、自車両を制動する制動装置である。運転支援ＥＣＵ１０が、障害
物に衝突する可能性が高まったと判定した場合には、その運転支援ＥＣＵ１０からの制御
指令により作動する。具体的には、運転者によるブレーキ操作に対する制動力をより強く
したり（ブレーキアシスト機能）、運転者によりブレーキ操作が行われてなければの自動
制動を行ったりする（自動ブレーキ機能）。
【００２１】
　物標認識部１１は、レーダ装置２１から第１検知情報を取得し、撮像装置２２から第２
検知情報を取得する。そして、第１検知情報から得られる位置である第１位置と、第２検
知情報から得られる特徴点である第２位置とについて、近傍に位置するものを、同じ物標
に基づくものであるとして対応付ける。第１位置の近傍に、第２位置が存在する場合、そ
の第１位置に実際に物標が存在する可能性が高い。この、レーダ装置２１及び撮像装置２
２により物標の位置が精度よく所得できている状態を、フュージョン状態と称する。フュ
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ージョン状態であると判定された物標については、検知履歴を参照し、その物標が継続し
てフュージョン状態であるか否かの判定がなされる。そして、継続してフュージョン状態
であると判定されたならば、その位置に物標が存在していると決定される。また、フュー
ジョン状態である物標について、未検知状態となれば、検知履歴を参照し、所定期間はそ
の過去位置にその物標が存在するものとして扱う。
【００２２】
　このフュージョン状態であると判定された物標について、第２検知情報に対して、予め
用意されたパターンを用いるパターンマッチングを行う。そして、物標が車両であるか歩
行者であるかを判別し、その物標に種別として対応付ける。なお、歩行者という概念に、
自転車に乗る人も含んでもよい。
【００２３】
　続いて、物標情報取得部１２が、物標認識部１１から得られる情報に基づいて、物標ご
とに、自車両に対する相対位置、及び、相対速度を対応付ける。この相対位置としては、
自車両の進行方向に直交する方向の相対距離である横距離と、自車両の進行方向について
の相対位置である縦距離が得られる。そして、その相対位置と相対速度とに基づいて、自
車両の進行方向に直交する方向についての相対速度である横速度と、自車両の進行方向に
ついての相対速度である縦速度とを算出する。加えて、その縦速度を時間微分することに
より、自車両の進行方向についての相対加速度を算出する。なお、以下において、縦距離
と横距離とを区別することなく相対距離と称していれば、その相対距離は縦距離を意味し
ており、縦速度と横速度とを区別することなく相対速度と称していれば、その相対速度は
縦速度を意味している。
【００２４】
　加えて、物標種別判定部１３が、物標認識部１１から得られる物標の種別と、物標情報
取得部１２から得られる横速度及び縦速度とを用いて、その種別を細分化する。
【００２５】
　物標が車両であれば、自車速と縦速度とを用いることにより、自車両の進行方向前方を
自車両と同方向に向かって走行する先行車両と、自車両の進行方向前方の対向車線を走行
する対向車両と、自車両の進行方向前方で停止している静止車両とに区別することができ
る。
【００２６】
　また、物標が歩行者であれば、自車速と横速度と縦速度とを用いることにより、自車両
の進行方向前方を自車両と同方向に向かって歩行する先行歩行者と、自車両の進行方向前
方を自車両と反対方向に向かって歩行する対向歩行者と、自車両の進行方向前方で立ち止
まっている静止歩行者と、自車両の進行方向前方を横断する横断歩行者とに区別すること
ができる。
【００２７】
　加えて、第１検知情報のみによって検出された物標については、自車速と縦速度とを用
いることにより、自車両の進行方向前方を自車両と同方向に向かって移動する先行物標と
、自車両の進行方向前方を自車両と反対方向に移動する対向物標と、自車両の進行方向前
方で停止している静止物標とに区別することができる。
【００２８】
　これら各物標について、以下において、先行車両、先行歩行者及び先行物標を纏めて先
行物と称し、対向車両、対向歩行者及び対向物標を纏めて対向物と称し、静止車両、静止
歩行者及び静止物標を纏めて静止物と称する。
【００２９】
　自車速取得部１４は、車速センサ２３が検出した自車速Ｖｓを取得する。自車加速度取
得部１５は、自車速取得部１４から得られる自車速Ｖｓを時間微分することにより、自車
両の加速度である自車加速度αｓを算出する。加速状態判定部１６は、自車加速度取得部
１５から得られる自車加速度αｓにより、自車両が加速しているか否かを判定する。加速
状態判定部１６は、自車加速度αｓが、進行方向前方への自車速Ｖｓを増加させるもので



(7) JP 6319181 B2 2018.5.9

10

20

30

40

50

ある場合に、加速していると判定すればよい。
【００３０】
　衝突予測時間算出部１７は、自車両と物標との相対距離Ｙがゼロとなるまでの時間であ
る衝突予測時間を算出する。この衝突予測時間は、以下に示す３通りの演算方法のいずれ
かにより、算出される。
【００３１】
　まず第１に、自車両と物標との相対速度Ｖｒ及び相対距離Ｙとを等速直線運動の運動方
程式に対して用いて、衝突予測時間として次式（１）に示すＴＴＣ（Ｔｉｍｅ　Ｔｏ　Ｃ
ｏｌｌｉｓｉｏｎ）を算出する。なお、相対速度Ｖｒについて、自車両と物標が接近する
場合の値を正としている。
【００３２】
【数１】

　第２に、自車両と物標との相対速度Ｖｒ、自車両と物標との相対加速度αｒ、及び相対
距離Ｙを等加速度直線運動の運動方程式に対して用いて、衝突予測時間として次式（２）
に示すＥＴＴＣｒｅｌ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｔｉｍｅ　Ｔｏ　Ｃｏｌｌｉｓｉｏｎ‐ｒｅ
ｌａｔｉｖｅ　ａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎ）を算出する。なお、相対加速度αｒについて
、相対速度Ｖｒの値が正方向に増加する場合の値を正としている。
【００３３】

【数２】

　そして第３に、自車両と物標との相対速度Ｖｒ、自車加速度αｓ、及び相対距離Ｙを等
加速度直線運動の運動方程式に対して用いて、衝突予測時間として次式（３）に示すＥＴ
ＴＣｓｌｆ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｔｉｍｅ　Ｔｏ　Ｃｏｌｌｉｓｉｏｎ‐ｓｅｌｆ　ａｃ
ｃｅｌｅｒａｔｉｏｎ）を算出する。なお、自車加速度αｓについて、自車速Ｖｓが進行
方向前方に向けて増加する場合の値を正としている。
【００３４】

【数３】

　これらＴＴＣ、ＥＴＴＣｒｅｌ、ＥＴＴＣｓｌｆのいずれにより衝突予測時間を算出す
るかは、物標種別判定部１３が認識した物標の種別、及び加速状態判定部１６が取得した
自車両の加速状態により、決定される。例えば、物標が先行物である場合には、その先行
物が急減速を行う可能性がある。この場合に衝突予測時間をＴＴＣにより算出していれば
、衝突予測時間は、実際に自車両と先行物とが衝突する時間よりも大きく算出され、安全
装置の作動の遅れが生ずるおそれがある。このような場合には、衝突予測時間をＥＴＴＣ
ｒｅｌにより算出する。
【００３５】
　作動タイミング設定部１８は、安全装置の作動タイミングを設定する。この作動タイミ
ングは、上述した各衝突予測時間と比較され、衝突予測時間が作動タイミング以下となっ
た場合に、その安全装置が作動する。すなわち、作動タイミングが大きく設定されている
ほど、衝突予測時間が大きい場合でも安全装置が作動し、安全装置を早期に作動させる設
定であるといえる。
【００３６】
　この作動タイミングは、安全装置の機能ごとに異なる値が設定されている。具体的には
、警報装置３１の作動タイミングは、最も大きい値として設定されている。これは、警報
装置３１により運転者が衝突の危険性に気づき、ブレーキペダルを踏み込めば、運転支援
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ＥＣＵ１０がブレーキ装置３２へ制御指令を行うことなく衝突を回避できるためである。
なお、ブレーキ装置３２についての作動タイミングは、ブレーキアシスト機能と自動ブレ
ーキ機能とについて、別に設けられている。これらの作動タイミングについては、同じ値
であってもよく、異なるものであってもよい。
【００３７】
　加えて、作動タイミング設定部１８は、この作動タイミングについて、基準タイミング
と、基準タイミングよりも大きい値である第１タイミングと、基準タイミングより小さい
値である第２タイミングのいずれかに設定する。作動タイミングが第１タイミングに設定
されれば、衝突予測時間は、より早く、すなわち自車両と物標との距離が大きい場合に、
作動タイミングに到達する。一方、作動タイミングが第２タイミングに設定されれば、衝
突予測時間は、より遅く、すなわち自車両と物標との距離が小さい場合に、作動タイミン
グに到達する。
【００３８】
　作動判定部１９は、衝突予測時間と作動タイミングを比較する。衝突予測時間が作動タ
イミング以下となっていれば、制御処理部２０へ制御指令を送信し、制御処理部２０は、
安全装置について各機能のいずれかを実行させる。
【００３９】
　運転支援ＥＣＵ１０が実行する一連の処理について、図２のフローチャートを用いて説
明する。図２のフローチャートが実行する処理は、物標ごと、及び、安全装置の機能ごと
に、所定の制御周期毎に繰り返し実行される。なお、この制御周期は、レーダ装置２１及
び撮像装置２２の制御周期と同じであってもよく、異なっていてもよい。
【００４０】
　まず、自車両の走行状態を取得し（Ｓ１０１）、検知情報を取得する（Ｓ１０２）。続
いて、取得した自車両の走行状態に基づいて、自車両が加速中であるか否かを判定する（
Ｓ１０３）。自車両が加速中であると判定すれば（Ｓ１０３：ＹＥＳ）、衝突予測時間と
してＴＴＣを算出し（Ｓ１０４）、作動タイミングを基準タイミングに設定する（Ｓ１０
５）。
【００４１】
　一方、自車両が加速中でないと判定すれば（Ｓ１０３：ＮＯ）、物標が先行物であるか
否かを判定する（Ｓ１０６）。物標が先行物であると判定すれば（Ｓ１０６：ＹＥＳ）、
衝突予測時間としてＥＴＴＣｒｅｌを算出し（Ｓ１０７）、作動タイミングを、基準タイ
ミングよりも大きい値である第１タイミングに設定する（Ｓ１０８）。すなわち、安全装
置がより早く作動するように設定する。
【００４２】
　物標が先行物でないと判定すれば（Ｓ１０６：ＮＯ）、すなわち、物標が静止物若しく
は対向物であると判定すれば、衝突予測時間としてＥＴＴＣｓｌｆを算出し（Ｓ１０９）
、作動タイミングを、基準タイミングよりも小さい値である第２タイミングに設定する（
Ｓ１１０）。すなわち、安全装置がより遅く作動するように設定する。
【００４３】
　衝突予測時間及び作動タイミングが求まれば、衝突予測時間と作動タイミングとを比較
する（Ｓ１１１）。衝突予測時間が作動タイミング以下であれば、すなわち衝突予測時間
が作動タイミングに到達していれば（Ｓ１１１：ＹＥＳ）、安全装置を作動させて運転支
援を実行する（Ｓ１１２）。衝突予測時間が作動タイミング以下でなければ（Ｓ１１１：
ＮＯ）、そのまま一連の処理を終了する。
【００４４】
　なお、ＥＴＴＣｓｌｆを算出するうえで、自車加速度αｓがゼロである場合や、算出結
果に虚数が含まれる場合には、ＴＴＣにより衝突予測時間を算出する。同様に、ＥＴＴＣ
ｒｅｌを算出するうえで、相対加速度αｒがゼロである場合や、算出結果に虚数が含まれ
る場合には、ＴＴＣにより衝突予測時間を算出する。また、ＴＴＣを算出するうえで、相
対速度Ｖｒがゼロ以下である場合には、衝突のおそれがないものとして、安全装置を作動
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させないものとする。これらの場合については、図２のフローチャートから省略している
。
【００４５】
　上記構成により、本実施形態に係る車両制御装置は、以下の効果を奏する。
【００４６】
　・物標が先行物であり、且つ、自車両が加速していない場合には、相対速度Ｖｒ、相対
加速度αｒ及び相対距離Ｙを用いて衝突予測時間としてＥＴＴＣｒｅｌを算出し、作動タ
イミングを基準タイミングよりも大きい値である第１タイミングに設定している。これに
より、先行物の急減速に伴う衝突の危険を、自車両の運転者による減速操作により回避し
ようとする状況において、衝突予測時間を実際に衝突する時間により近づけることができ
、且つ、安全装置をより早期に作動させる設定とすることができる。ゆえに、衝突の危険
が高い状況において、安全装置の不作動を抑制することができる。
【００４７】
　・自車両が加速している場合には、物標が先行物であるか否かに関わらず、運転者によ
る物標との回避が不要であるとの判断に基づいている可能性が高い。この場合に、相対加
速度αｒに基づいて衝突予測時間を算出したり、作動タイミングを大きく設定したりすれ
ば、安全装置の作動は運転者の意思を反映していない不要作動となる可能性が高い。この
点、上記構成では、自車両が加速している場合には、相対速度Ｖｒ及び相対距離Ｙを用い
て衝突予測時間としてＴＴＣを算出し、且つ、作動タイミングを基準タイミングとしてい
る。そのため、衝突予測時間を必要以上に小さく算出することがなく、作動タイミングの
値が必要以上に大きく設定されることもない。ゆえに、安全装置の不要作動を抑制するこ
とができる。
【００４８】
　・物標が静止物や対向物である場合において、自車両が加速していなければ、運転者は
衝突の危険を認識し、衝突を回避する操作を行っている、若しくは行おうとしている可能
性が高い。この場合に、作動タイミングを基準タイミングより大きい値である第１タイミ
ングに設定すれば、安全装置の不要作動が生ずるおそれがある。この点、本実施形態では
、物標が静止物や対向物である場合において、自車両が加速していなければ、作動タイミ
ングを基準タイミングよりも小さい第２タイミングとしている。これにより、安全装置の
不要作動を抑制することができる。
【００４９】
　＜第２実施形態＞
　本実施形態に係る車両制御装置は、全体構成は第１実施形態と共通しており、運転支援
ＥＣＵ１０が実行する処理が一部異なっている。
【００５０】
　先行物が急減速を行った場合、自車両の速度が所定値よりも大きければ、より早期に安
全装置を作動させて衝突を回避する必要がある。一方、先行物が急減速を行ったとしても
、自車両の速度が所定値よりも小さければ、運転者によるブレーキ操作により衝突を回避
できる可能性が高い。この場合に、衝突予測時間をＥＴＴＣｒｅｌで算出し、作動タイミ
ングを基準タイミングよりも大きく設定すれば、安全装置の不要作動を招くこととなる。
そこで、本実施形態では、物標が先行物であり、且つ、自車両が加速状態でない場合に、
自車速Ｖｓに応じて、衝突予測時間の演算方法を変更している。
【００５１】
　図３は、本実施形態に係る運転支援ＥＣＵ１０が実行する一連の処理を示すフローチャ
ートである。
【００５２】
　物標が先行物であると判定した場合（Ｓ１０６：ＹＥＳ）、自車速Ｖｓが所定値以上で
あるか否かを判定する（Ｓ１１３）。自車速Ｖｓが所定値以上であれば（Ｓ１１３：ＹＥ
Ｓ）、衝突予測時間としてＥＴＴＣｒｅｌを算出する（Ｓ１０７）。一方、自車速Ｖｓが
所定値未満であれば（Ｓ１１３：ＮＯ）、物標が先行物でない場合と同様に、衝突予測時
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間としてＥＴＴＣｓｌｆを算出する（Ｓ１０９）。
【００５３】
　上記構成により、本実施形態に係る運転支援ＥＣＵ１０は、以下の効果を奏する。
【００５４】
　・自車両が加速しておらず、物標が先行物である場合に、自車速Ｖｓが所定値よりも大
きいことを条件として、衝突予測時間演算部が衝突予測時間を相対加速度αｒに基づいて
算出し、作動タイミング設定部１８が作動タイミングを基準タイミングよりも大きい値に
設定している。これにより、自車両の速度が所定値よりも大きく、運転者による衝突回避
操作が遅れる可能性が高い場合における、先行物の急減速に対する安全装置の不作動を抑
制することができる。
【００５５】
　・自車両が加速しておらず、物標が先行物である場合に、自車速Ｖｓが所定値よりも小
さいことを条件として、衝突予測時間演算部が衝突予測時間を自車加速度αｓに基づいて
算出し、作動タイミング設定部１８が作動タイミングを基準タイミングよりも小さい値に
設定している。これにより運転者による衝突回避操作が十分に行われる可能性が高い場合
における、安全装置の不要作動を抑制することができる。
【００５６】
　＜第３実施形態＞
　本実施形態に係る車両制御装置は、第１、２実施形態に対して、運転支援ＥＣＵ１０の
構成が一部異なっている。図４は、本実施形態に係る運転支援ＥＣＵ１０の構成図である
。
【００５７】
　運転支援ＥＣＵ１０は、自車両が直進しているか否かを判定する直進判定部４０をさら
に備えている。直進判定部４０は、撮像装置２２から得られる画像から、路面に描かれた
白線等の走行区画線を抽出する。そして、その走行区画線の曲率により、自車両が道路の
直線区間を走行しているか、曲線区間を走行しているかを判定する。
【００５８】
　自車両が曲線区間を走行していれば、自車両の進行方向前方に位置する物標が、自車両
の進路上に位置するものではない可能性が高い。この場合に、その物標との衝突を回避す
べく安全装置を作動させれば、その作動は不要作動となる可能性が高い。そこで、本実施
形態では、安全装置を作動させる条件のひとつとして、自車両が直進しているという条件
と加えている。そして、自車両が直進しているという条件のもとで、衝突予測時間が作動
タイミングに到達した場合に、安全装置を作動させる。
【００５９】
　なお、自車両が先行車両に追従して走行している場合には、その先行車両の走行軌跡に
基づいて自車両が直進しているか否かを判定してもよい。また、自車両が加速度センサを
備えていれば、その加速度センサにより自車両が直進しているか否かを判定してもよい。
また、これら各判定を同時に行い、複数の条件で自車両が直進しているを判定した場合に
、自車両が直進していると決定してもよい。
【００６０】
　＜変形例＞
　・自車加速度αｓを、自車速Ｖｓを時間微分して求める代わりに、自車両が備える加速
度センサの検出値により取得するものとしてもよい。
【００６１】
　・自車両が加速しているか否かの判定を、自車加速度αｓではなく、自車速Ｖｓの増減
により判定するものとしてもよい。また、その判定を、運転者によるアクセル操作及びブ
レーキ操作の少なくとも一方を用いて行うものとしてもよい。例えば、アクセル操作が行
われていれば、加速していると判定したり、ブレーキ操作が行われていれば、加速してい
ないと判定したりするものとしてもよい。
【００６２】
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　・作動タイミングについて、基準タイミングを物標の種別ごとに異なる値に設定するも
のとしてもよい。また、第１タイミング及び第２タイミングの少なくとも一方について、
物標の種別ごとに、基準タイミングからの乖離量を設定するものとしてもよい。
【００６３】
　・作動タイミングを第１タイミングに設定するうえで、自車速Ｖｓ、自車加速度αｓ、
相対速度Ｖｒ及び相対加速度αｒの少なくともひとつに基づいて、第１タイミングを可変
に設定してもよい。例えば、相対速度Ｖｒが接近方向に大きい場合、運転者による制動操
作では衝突を回避できない可能性が高く、衝突の被害も大きくなる可能性があるため、第
１タイミングをより大きな値に設定し、より早期に安全装置が作動するものとしてもよい
。
【００６４】
　・安全装置の作動は、レーダ装置２１及び撮像装置２２のいずれもが同一物標を検出し
ているフュージョン状態の場合に限定してもよい。こうすることで、実際には存在してい
ない物標に対する安全装置の不要作動を抑制することができる。また、フュージョン状態
である先行物についてのみ、作動タイミングを第１タイミングとし、そうでない先行物に
ついては、作動タイミングを第１タイミングとせず基準タイミングで制御するものとして
もよい。
【００６５】
　・上記実施形態では、自車両の前方に存在する物標に対して衝突を回避するものとして
いるが、これに限定されるものではなく、自車両の後方に存在する物標を検出するように
して、その物標に対して衝突を回避するシステムに適用しても良い。なお、進行方向前方
とは、車両が前進している場合には車両の前方のことを意味するが、車両が後退している
場合には車両の後方ことを意味する。
【００６６】
　・上記実施形態では、自車両が運転者により運転されるものとしたが、車両制御ＥＣＵ
等によって自動的に運転がなされるものに対しても同様に適用することができる。この場
合には、作動判定部１９及び制御処理部２０は、警報装置３１、及びブレーキ装置３２の
ブレーキアシスト機能については機能させず、ブレーキ装置３２の自動ブレーキ機能につ
いて機能させるものとすればよい。
【００６７】
　・上記実施形態では、安全装置として警報装置３１及びブレーキ装置３２を挙げたが、
安全装置はこれらに限られることはない。
【符号の説明】
【００６８】
　１０…運転支援ＥＣＵ、１２…物標情報取得部、１３…物標種別判定部、１４…自車速
取得部、１５…自車加速度取得部、１６…加速状態判定部、１７…衝突予測時間算出部、
１８…作動タイミング設定部、３１…警報装置、３２…ブレーキ装置、４０…直進判定部
。



(12) JP 6319181 B2 2018.5.9

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(13) JP 6319181 B2 2018.5.9

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｂ６０Ｗ   30/00     　　　　        　　　　　

(72)発明者  伊東　洋介
            愛知県刈谷市昭和町１丁目１番地　株式会社デンソー内

    審査官  白石　剛史

(56)参考文献  国際公開第２０１４／１６２９４１（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２０１２－５１４９８（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２０１４／０２３６４７１（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０８Ｇ　　　１／１６　　　　
              Ｂ６０Ｒ　　２１／００　　　　
              Ｂ６０Ｗ　　３０／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

